
耐震改修 ～ 申込手続きと補助制度 ～5

■ 住宅の倒壊を防ぐ！耐震改修とは？

大地震で住宅が倒壊することを防ぐため、補強計画に従って改修工事を行います。

補助金決定の前に工事業者と契

約すると、補助を受けることがで

きなくなります。

補助を受ける場合は、耐震診断員

を工事監理者につけて、補強計画

ど お り に 工 事 が さ れ て い る か

チェックを受ける必要があります。

市町村の検査は、中間時と完了時

の計２回行います。
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【リ・バース60】耐震改修利子
補給制度を利用する場合
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● 県内全市町村で補助を実施 ※ 補助内容は市町村ごとに異なります。

補助

対象

昭和56年5月以前に建築された
２階建て以下の木造住宅で、耐震
診断の結果、大地震による倒壊の
危険性があると判定されたもの
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耐震
改修

自己資金補助金

補助金

１15万円

耐震改修工事費の
80%を限度

最大

補助金のみ利用 補助金＋ 耐震改修利子補給制度を利用

【リ・バース60】
耐震改修融資

補助金
1/2

補助金

57.5万円

耐震改修工事費の
40%を限度

最大

利子補給制度

無利子化

取扱金融機関から借り入れ
た耐震改修融資の利息を

耐震改修工事費の負担イメージ 耐震改修工事費の負担イメージ

＋

利子補給制度の詳

細は取扱金融機関

にご相談ください。

P.7～9 を参照条件によっては自己資金が
必要になる場合もあります。

※

利用対象
証明書

70歳以上など各種条件

を満たす場合

※

！

！

● 次の 又は から補助制度を選択
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【出典】 住宅金融支援機構ホームページ
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代理受領制度を活用した場合

（例） 耐震改修工事費215万円、補助金115万円の場合

■ 補助金の代理受領制度を活用して支払負担を軽減

※ 一部の市町村で実施

工事費全額
215万円

1

補助金115万円3領収書2

工事費差額
100万円

1

補助金
115万円

3
領収書2

支払負担が軽減

■ 低コスト工法を活用して安価に耐震改修
物価上昇等により、工事価格が高騰しています。比較的安価に施工できる「低コスト工法」を活用しま

しょう。詳しくは P.13を参照

工事業者が代わりに補助金を受領することで、工事費の支払負担を軽減します。

通常の場合

住宅所有者

市 町 村

工事業者

住宅所有者

市 町 村

工事業者

※金融機関の情報（問い合わせ先等）


